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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成29年5月25日(2017.5.25)

【公開番号】特開2015-200218(P2015-200218A)
【公開日】平成27年11月12日(2015.11.12)
【年通号数】公開・登録公報2015-070
【出願番号】特願2014-78907(P2014-78907)
【国際特許分類】
   Ｆ０１Ｄ   5/28     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/00     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/342    (2014.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０１Ｄ    5/28     　　　　
   Ｆ０１Ｄ   25/00     　　　Ｘ
   Ｆ０１Ｄ   25/00     　　　Ｑ
   Ｆ０２Ｃ    7/00     　　　Ｄ
   Ｂ２３Ｋ   26/342    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月31日(2017.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タービンに設置される動翼であって、
　回転方向の上流側の端部となる先端と、前記先端と接しており、作動流体の流れ方向の
上流側の面である翼面とを有する翼本体と、
　前記翼本体の前記先端及び前記翼面の少なくとも一部にレーザ溶接を用いた肉盛で形成
されたエロージョンシールドと、を備え、
　前記翼本体は、延在方向に直交する断面において、前記エロージョンシールドとの境界
が、前記翼面側の端部から前記先端に向かうに従って、前記翼面の反対側の面に近づく形
状であり、前記翼面側の端部を含む第１円弧と、前記第１円弧よりも前記先端側に配置さ
れた第２円弧と、前記第２円弧よりも前記先端側に配置された第３円弧と、を含み、
　前記第１円弧は、前記翼本体の内側に凸であり、
　前記第２円弧は、前記翼本体の外側に凸であり、
　前記第３円弧は、前記翼本体の外側に凸であることを特徴とする動翼。
【請求項２】
　前記境界は、前記第１円弧と前記第２円弧が滑らかに接続されていることを特徴とする
請求項１に記載の動翼。
【請求項３】
　前記境界は、前記第２円弧が前記第１円弧よりも曲率半径が大きいことを特徴とする請
求項１または２に記載の動翼。
【請求項４】
　前記エロージョンシールドは、前記先端の厚みが、前記第１円弧と前記第２円弧との間
の厚みよりも厚いことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の動翼。
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【請求項５】
　動翼本体の先端及び翼面の少なくとも一部にエロージョンシールドを形成するエロージ
ョンシールドの形成方法であって、
　動翼となる基体の先端及び端面の少なくとも一部を除去し、境界を形成する工程と、
　前記境界にレーザ溶接で肉盛部を形成する工程と、
　前記基体の余肉及び前記肉盛部の一部を除去する仕上げ加工を行う工程と、を有し、
　前記境界は、前記翼面側の端部から前記先端に向かうに従って、前記翼面の反対側の面
に近づく形状であり、前記翼面側の端部を含む第１円弧と、前記第１円弧よりも前記先端
側に配置された第２円弧と、前記第２円弧よりも前記先端側に配置された第３円弧と、を
含み、
　前記第１円弧は、前記翼本体の内側に凸であり、
　前記第２円弧は、前記翼本体の外側に凸であり、
　前記第３円弧は、前記翼本体の外側に凸であることを特徴とするエロージョンシールド
の形成方法。
【請求項６】
　前記基体は、前記翼面の余肉部の厚みが０．５ｍｍ以上である請求項５に記載のことを
特徴とするエロージョンシールドの形成方法。
【請求項７】
　前記基体は、前記翼面と反対側の面の余肉部の厚みが前記翼面側の余肉部の厚み以上と
なることを特徴とする請求項５または請求項６に記載のエロージョンシールドの形成方法
。
【請求項８】
　前記境界は、前記第１円弧と前記第２円弧が滑らかに接続されていることを特徴とする
請求項５から７のいずれか一項に記載のエロージョンシールドの形成方法。
【請求項９】
　前記境界は、前記第２円弧が前記第１円弧よりも曲率半径が大きいことを特徴とする請
求項５から８のいずれか一項に記載のエロージョンシールドの形成方法。
【請求項１０】
　前記エロージョンシールドは、前記先端の厚みが、前記第１円弧と前記第２円弧との間
の厚みよりも厚いことを特徴とする請求項５から９のいずれか一項に記載のエロージョン
シールドの形成方法。
【請求項１１】
　前記動翼に余肉部を有する基体を成型する基体製造工程と、
　請求項５から１０のいずれか一項に記載のエロージョンシールドの形成方法で、前記翼
本体にエロージョンシールドを形成する工程と、を有することを特徴とする動翼製造方法
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　動翼製造方法は、加工条件を決定したら、決定した条件に基づいて、タービン翼の基体
４０を製造する（ステップＳ２２）。つまり、動翼製造方法は、図６に示す加工対象物８
２である基体４０を製造する。基体４０は、境界２８が形成される前の形状であり、余肉
部や、境界２８よりも先端側の領域が残った形状である。基体４０は、鍛造で製造される
。例えば、基体４０の形に加工された上下一組の金型内に、再結晶温度以上の高温に加熱
した鍛造素材（例えば、ステンレス等）を設置し、熱間型鍛造を行う。熱間型鍛造が終了
すると、基体４０の形状の鍛造物が成型される。製造された基体４０は、成型された高温
状態の鍛造物を冷却した後、不要な部分（バリ）を除去し、鍛造物に対して熱処理を施す
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ことにより、前工程（鍛造工程）で鍛造物に発生した残留応力及び冷却過程で鍛造物に発
生した熱応力を解放する。これにより、基体４０を製造する。
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